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　内容証明は，『どのような内容の文書を誰

が誰に対していつ差し出したか』を郵便局が

証明してくれる制度です。

　口頭での約束や手紙での相手方への通知で

は，後日「聞いた，聞かない」「受け取った，

受け取っていない」というトラブルのもとに

なる場合があります。このような場合を避け

るために相手に通知を出したことを第三者で

ある郵便局が証明してくれる制度がこの内容

証明なのです。

　今回は議事堂マークの日本法令のロングセ

ラー商品「赤い枠入りの内容証明用紙」（右

記商品見本および商品一覧を掲載）をご紹介

します。

　内容証明を書く用紙は何でもよいのです

が，書き方に一定のルールがあり，注意が必要

です。その書き方のルールは郵政省令であ

る郵便規則で定められており，そのルールに

従って作成しないと郵便局では受理されませ

ん。

　１ 　縦書きの場合は，１行20字（記号は１

個を１字とする）以内，１枚26行以内で

作成しなければなりません。

　２ 　横書きの場合には１行13字以内，１枚

40行以内，または１行26字以内，１枚20

行以内で作成することとされています。

　注：これ以外にも書き方のルールはあります。

　このように行数や文字数を制限しているた

め，白紙に書こうとすると，文章の行数や文

字数の制限を超えてしまう可能性が出てきま

す。気にして書いてもちょっとうっかりすれ

ば，もう一度書き直す羽目になります。そこ

でこの商品のように規定された縦横の行数や

文字数の枠（マス目）を予め用紙に設けたも

のを使用すれば，書く上で少なくとも上記の

制限は気にせず安心して書けます。もう１つ，

さらに重要なポイントがあります。

　内容証明を受け取ることは，普通の手紙や

ハガキをもらうことより，何か強烈な印象を

相手に与えるものです。このような効果を最

大限に生かすやり方として，ある著名な弁護

士は次のようなことをいっています。

　１ 　普通の白紙よりも，赤い枠の内容証明

の方が相手を威圧する。

　２ 　この赤い枠の横に「日本法令」の印刷

があるほうが相手を威圧する。

　３ 　さらに裁判所にある郵便局から出すと

その郵便局名がさらに相手を威圧する。

　皆さん，内容証明を出すなら以上３点をポ

イントにしてみるのはいかがでしょうか。効

果抜群です。

（文責　㈱日本法令企画開発部　田村　篤鏡）
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